
伊勢崎市監査委員告示第  ３  号  

 

公   表   書  

 令和５年度随時監査を執行したので、地方自治法第１９９条第９項の規定に基づき  

その結果を別紙のとおり公表する。  

 

  令和６年３月２５日  

 

 

                     伊勢崎市監査委員  光  山  喜一郎  

                        同      髙  田  嘉  郎  

                        同      伊  藤  純  子  

 

 

                 記  

１  随時（工事に関する）監査結果報告書  

   



 
 

令和５年度随時（工事に関する）監査結果報告書 

 

１ 監査の基準 

  監査委員は、伊勢崎市監査基準（令和２年３月１２日監査委員訓令甲第１号）に

準拠し実施した。 

 

２ 監査の種類 

  財務監査及び行政監査(地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第５項) 

 

３ 監査の日程及び対象 

令和６年２月６日(火) 

  都市計画部都市計画課 

（工事名）都市計画道路3・4・44号駅南東西通り（駅西工区）越山橋下部工事 

 

４ 監査の着眼点 

計画、設計、積算、契約、施工等に関する事項に係る妥当性、公正性、適正性、

経済性、公平性の観点から検証した。 

 

５ 監査の実施内容 

  監査に際し、工事技術に関する専門的知識を必要とするため、工事の技術的な指

導、助言については、特定非営利活動法人地域と行政を支える技術フォーラム（担

当技術士：塚原忠一氏）に委託し技術調査協力を得て実施した。 

  当日対象工事の執行に関して、監査の着眼点を踏まえ、工事担当部課職員及び関

係職員から説明を聴取するとともに、現地を実地調査した。 

  なお、関係者からの説明と質疑応答は、次のような手順により実施した。 

（１） 工事概要説明 

（２） 計画、基本設計、実施設計、積算、契約、工事監理、施工状況等につい

て内容確認及び書類調査 

（３） 現地において実地調査  

 

６ 監査の結果 

  特定非営利活動法人地域と行政を支える技術フォーラム（担当技術士：塚原忠一

氏）から、別紙のとおり技術調査報告書の提出があり、これに基づき、関係者の説

明及び関連書類の審査等の結果を総合的に検討した結果、監査対象とした工事にお

ける工事計画、設計、積算、入札、契約、工事監理、施工管理及び現場管理につい

ては概ね適正であると認められた。 
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